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この申請マニュアルで使用する語句については、下記のとおりとします。

◆ 国助成金 → 厚生労働省の業務改善助成金（大分労働局へ申請するもの）
◆ 奨励金 → 大分県物価高騰対応業務改善奨励金

次の①・②の要件のいずれかを満たしている事業者が対象です。

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又
は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団
員と密接な関係を有する者

（２）支給対象外となる事業者

（１）支給対象となる事業者

１ 支給対象事業者について

はじめに

- 1 -

（１）支給要綱について

（２）使用語句について

大分県物価高騰対応業務改善奨励金の申請にあたっては、下記支給要綱の
ほか、この申請マニュアルに沿って行ってください。

令和８年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金 支給要綱

①令和８年３月３１日以前に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、
令和７年４月１日以降に交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通
知を受けていること。

②令和８年４月１日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、
その後交付額確定の通知を受けていること。

次に該当する場合は、上記（１）の要件を満たしていても、支給対象外に
なります。



２ 支給金額について

（１）ー① 支給額算定方法（令和８年３月３１日以前に国助成金の申請を行った場合）

奨励金の支給額は下記ア・イの方法で算出された額を合算した額になります。
なお、算出された金額に千円未満の端数がある場合は、ア・イそれぞれで切
り捨てたうえで合算します。
ア国助成金の対象経費支出額から国助成額を除き、下表の奨励金補助率を

乗じた額と同表の 奨励金上限額を比較して、いずれか低い方の額。

イ 国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業
規則やこれに準ずるものの改正、国助成金交付申請手続き等のために社会
保険労務士等に支払った報酬額。（上限額は１０万円）

- ２ -

奨励金上限額奨励金補助率

【通常枠】
７５０千円

（ただし、国助成金額が７５０千円を
下回る場合は、同助成金額とする）

【通常枠】
補助率 １/2

【重点枠※１】
１,０００千円

（ただし、国助成金額が１,０００千円を
下回る場合は、同助成金額とする）

【重点枠※１】
補助率 ２/３

支給対象となる事業者

※１ 令和７年４月１日以降に国助成金の申請を行い、事業場内最低賃金
を８２円以上引き上げた者が対象です。



２ 支給金額について

（１）ー② 支給額算定方法（令和８年４月１日以降に国助成金の申請を行った場合）

奨励金の支給額は下記ア・イの方法で算出された額を合算した額になります。
なお、算出された金額に千円未満の端数がある場合は、ア・イそれぞれで切
り捨てたうえで合算します。
ア国助成金の対象経費支出額から国助成額を除き、下表の奨励金補助率を

乗じた額と同表の 奨励金上限額を比較して、いずれか低い方の額。

イ 国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業
規則やこれに準ずるものの改正、国助成金交付申請手続き等のために社会
保険労務士等に支払った報酬額。（上限額は１０万円）

- ３ -

奨励金上限額奨励金補助率

【通常枠】
１,４００千円

（ただし、国助成金額が１,４００千円を
下回る場合は、同助成金額とする）

【通常枠】
補助率 ２/３

【重点枠※２】
１,８００千円

（ただし、国助成金額が１,８００千円を
下回る場合は、同助成金額とする）

【重点枠※２】
補助率 ９/１０

支給対象となる事業者

※１ 令和８年４月１日以降に国助成金の申請を行い、令和８年度大分県
最低賃金改定幅を超えて賃金引き上げした者が対象です。



（２）ー① 算定例（令和７年度国助成金上乗せ分・通常枠の場合）

事業場内最低賃金が954円（国助成金補助率 4/5）で、従業員 20名の飲食
業の事業所（事業場規模30人未満）が、3,500,000円（対象経費）で設備投
資を実施し、7名の賃金を 81円引上げ、その際、就業規則の改正と国助成金
の申請のため、社会保険労務士に報酬 140,000円を支払った場合

ア国助成金と奨励金上限額の比較

◆国助成金
【ア】対象経費×補助率＝3,500,000×4/5＝2,800,000円
【イ】国助成金上限額 2,300,000円
【ア】＞【イ】により、国助成金支給額は2,300,000円…【A】

（対象経費 3,500,000円 − 国助成金 2,300,000円）× 1/2
＝ 600,000円 … 【B】

◆奨励金上限額
【A】2,300,000円 ＞ 750,000円 → 750,000円が上限額…【C】
※事業場規模等に関わらず上限額は750,000円又は国助成金のいずれか低い方の額

【B】600,000円 ＜ 【C】750,000円 → 600,000円 が支給額

イ 社会保険労務士等に支払った報酬

◆報酬額 140,000円 …【Ａ】

◆奨励金上限額 100,000円 …【Ｂ】

【Ａ】140,000円 ＞ 【Ｂ】100,000円 → 100,000円 が支給額

ア ＋ イ ＝ 700,000円 （奨励金 支給額計）

- ４ -

※一般課税（本則課税）事業者で、国助成金を消費税抜きで申請した場合は、
消費税抜きで申請してください。



（２）ー② 算定例（令和７年度国助成金上乗せ分・重点枠の場合）

事業場内最低賃金が954円（国助成金補助率 4/5）で、従業員 20名の飲食
業の事業所（事業場規模30人未満）が、3,500,000円（対象経費）で設備投
資を実施し、7名の賃金を 82円引上げ、その際、就業規則の改正と国助成金
の申請のため、社会保険労務士に報酬 140,000円を支払った場合

ア国助成金と奨励金上限額の比較

◆国助成金
【ア】対象経費×補助率＝3,500,000×4/5＝2,800,000円
【イ】国助成金上限額 2,300,000円
【ア】＞【イ】により、国助成金支給額は2,300,000円…【A】

（対象経費 3,500,000円 − 国助成金 2,300,000円）× 2/3
＝ 800,000円 … 【B】

◆奨励金上限額
【A】2,300,000円 ＞ 1,000,000円 →1,000,000円が上限額…【C】
※事業場規模等に関わらず上限額は1,000,000円又は国助成金のいずれか低い方の額

【B】800,000円 ＜ 【C】1,000,000円 →800,000円 が支給額

イ 社会保険労務士等に支払った報酬

◆報酬額 140,000円 …【Ａ】

◆奨励金上限額 100,000円 …【Ｂ】

【Ａ】140,000円 ＞ 【Ｂ】100,000円 → 100,000円 が支給額

ア ＋ イ ＝ 900,000円 （奨励金 支給額計）

- ５-

※一般課税（本則課税）事業者で、国助成金を消費税抜きで申請した場合は、
消費税抜きで申請してください。



３ 支給申請について
（１）申請から支給までの流れ

（申請者）
国助成金で申請した内容の賃上げ、設備投資等を

実施する。

（申請者 → 県）
国助成金の額の確定通知を受けたら、支給申請

兼請求書類を提出する。

（県 → 申請者）
支給申請兼請求書類の内容を確認し、奨励金の

支給額を確定して、申請者の口座へ振込する。

申請から支給までの流れは、下記のとおりです。（黄色部分が奨励金関係）

- ６ -

（申請者 → 国）
国助成金を受けるため、賃上げや設備投資等の実施

予定内容を記載した交付申請書類を国へ提出する。
国助成金の交付申請

事業実施

支給申請兼請求

奨励金の支給

国助成金の
実績報告・額の確定

（申請者 → 国）
国助成金で実施した内容の実績報告書を提出し、

国から額の確定通知を受ける。

国助成金の
消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額報告

奨励金の
消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額報告

（申請者 → 県）
国に提出した書類の写しを添付して、県にも消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告をする。

（申請者 → 国）
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定

したら、所定の様式に関係書類を添付して国へ報告
する。

※国助成金を「税込」で申請した事業者は、以下の報告も必要です。



（２）提出締切

○ 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書（第１号様式）ほか
令和９年３月１５日（金）

- ７ -

（３）提出方法・問い合わせ先

次の宛先に １部 郵送 又は 持参してください。
〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 県庁舎本館７階
大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労働相談・啓発班

◆郵送・持参の場合

◆電子申請の場合

○令和８年３月３１日以前に国助成金の交付申請を行った方はこちら

※ 入力フォームを利用する際は、「ログインして申請に進む」か「メール認証して
申請に進む」を選択する必要があります。

ログインして申請に進む場合は、GoogleアカウントかLINEを利用してログイン
するか、新規で入力フォーム用のアカウント（Grafferアカウント）を作成してログ
インしてください。こちらは一時保存が利用できます。

メール認証して申請する場合は、申請に利用するメールアドレスを入力すれば、
アカウント作成等をしなくても申請が可能です。ただし、一時保存は利用できません。

下記ＵＲＬ又はＱＲコードから入力フォームに必要事項を入力してください。

ＵＲＬ：https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-
procedure-alias/8syoureikinn-seikyuu7

○令和８年４月１日以降に国助成金の交付申請を行った方はこちら

※準備中

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-


申請について不明な点や質問等がありましたら、下記問い合わせ先に
ご連絡ください。

〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号
大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労働相談・啓発班
TEL 097-506-3354・3353
8:30〜17:15（月〜金まで、土日・祝日は除く）

◆問い合わせ先

- ８ -

◆ 支給申請兼請求書類について

国助成金の額の確定がなされたら、下記書類を提出する。

□ 大分県物価高騰対応業務改善奨励金支給申請書兼請求書
（第１号様式）

□ 国助成金交付決定通知書の写し
□ 国助成金交付額確定通知書の写し
□ 国助成金実績報告書及び報告書に添付した国庫補助金精算書、

事業実施結果報告の写し
※賃金引上げ額が記載された箇所（事業実施結果報告等）に「原本に相違ない

旨」、日付、代表者名を記入してください
□ 国助成金交付申請等の手続きに係る社会保険労務士等への報酬額

が確認できる領収書又は請求書の写し
□ 誓約・同意書（第２号様式）
□ その他知事が必要と認める書類

４ 提出書類について

◆ 下記添付書類は、写し（コピー）で構いません。

① 奨励金交付申請手続きに係る社会保険労務士等への報酬金額が確認できる
請求書・領収書等

② その他知事が必要と認める書類



- ９ -

◆消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

国助成金を「税込」で申請した事業者は、消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額が確定したら、国に「消費税及び地方消費税に係る仕入控除
税額報告書（様式第１２号）」を提出しなければなりません。

同じように、県にも消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を報告し
ていただく必要がありますので、下記書類を提出してください。

□ 大分県物価高騰対応業務改善奨励金に係る消費税等仕入控除税額
確定報告書（第４号様式）

□ 国助成金の「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
（様式第１２号）」及び その添付書類

□ その他知事が必要と認める書類

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行う
ことがあります。

調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。

① 既に奨励金が支払われている場合は、返還請求。
② 不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

６ 不正受給時の対応

５ その他留意事項
◆ 申請の内容・証拠書類等の確認をさせて頂きます。

申請書類が多い場合、確認にお時間をいただく場合がございますので、
ご了承願います。

◆ 不明な点が発生した場合、申請書に記載の連絡先に電話又はEメールで
確認させていただきます。



（１） 申請書兼請求書（第１号様式）

- １０ -

❶ 国助成金の申請をした事業場及び代表者を記載してください。
❷「２ 奨励金支給申請額の内訳」の①と②で算出した申請額の合計額を記入してください。

❹ 国助成金の「国庫補助金精算書（様式第９号 別紙１）」に記載した「対象経費支出済額（Ｄ）」の
金額を記入してください。

❺ 国助成金の「交付額確定及び支給決定通知書（様式第１１号）」に記載されている確定額を記入して
ください。

❶

❷

❽

❹ ❺

❸

❸ 通常枠と重点枠のいずれかを選択し、国助成金の申請時に引き上げた賃金額を記載してください。
重点枠は、令和７年４月１日以降に国助成金を申請し、賃金を該当年度の地域別最低賃金改定額以上
に引き上げた場合に対象となります。

❻ ❼



（３） 申請書兼請求書（第３号様式）

- １１ -

❿添付書類が揃っているか確認のうえ、〇を付けてください。

❿

⓫

❾国助成金・県奨励金を消費税込みで申請した場合は、その理由を選んでください。
（国助成金の交付申請書（様式第１号）の「６消費税の適用に関する事項」で選択した理由を選んでく

ださい。）

❽ 国助成金の交付申請に際して、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの
改正、国助成金交付申請手続き等のために社会保険労務士等に報酬を支払った場合は記入してください。
なお、一般課税（本則課税）事業者で、国助成金を消費税抜きで申請した場合は、消費税抜きで申請
してください。

❻ 【令和７年度国助成金への上乗せ】
通常枠の場合は補助率1/2、重点枠の場合は補助率2/3を乗じた額を記載してください。

【令和８年度国助成金への上乗せ】
通常枠の場合は補助率2/3、重点枠の場合は補助率9/10を乗じた額を記載してください。

❼ 【令和７年度国助成金への上乗せ】
通常枠の場合は上限額750,000円、重点枠の場合は上限額1,000,000円を記載してください。

【令和８年度国助成金への上乗せ】
通常枠の場合は上限額1,400,000円、重点枠の場合は上限額1,800,000円を記載してください。

❾

⓫奨励金の振り込みを希望する口座を記入してください。



（２）誓約・同意書（第２号様式）

- １２ -

❶

❶申請をした事業場の住所を記入してください。



（３）消費税等仕入控除税額確定報告書（第４号様式）

- １３ -

❷

❶

❶ 国助成金の申請をした事業場及び代表者を記載してください。

❷ 交付決定通知書に記載の日付を記載してください。

❸

❸ 口座に振り込まれた奨励金の金額を記載してください。

❹

❹ 申請書兼請求書提出の際、消費税等仕入控除税額を減額した金額で申請した場合は、その金額を
記載してください。

❻

❻ ❺の金額がわかる書類として、基本的には国助成金の手続きで提出した「消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額報告書（様式第12号）」と その添付書類 の写し（コピー）を提出してください。
もしそれで確認できない場合は、別途他の書類提出を求める場合がございますのでご了承ください。

❺ 確定した仕入控除税額を記入してください。

❺


